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を
超
え
る
場
合
。

②
不
動
産
収
入
や
配
当
収

入
、
年
金
収
入
な
ど
の
副

収
入
が
あ
る
場
合
で
、
そ

の
副
収
入
に
対
す
る
所
得

が
二
十
万
円
を
超
え
る
場

合
。

③
二
つ
以
上
の
会
社
よ

り
、
給
与
を
受
け
て
い

て
、
年
末
調
整
を
さ
れ
な

か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額

と
、
各
種
の
所
得
金
額

（
給
与
所
得
、
退
職
所
得

を
除
く
）
と
の
合
計
額
が

二
十
万
円
を
超
え
る
場

合
。

④
医
療
費
控
除
や
雑
損
控

除
、
住
宅
取
得
等
特
別
控

除
な
ど
を
受
け
る
場
合
。

【
気
を
つ
け
た
い
改
正
事

項
（
一
部
抜
粋
）
】

⑴
基
礎
控
除

　
基
礎
控
除
に
つ
い
て
、

令
和
２
年
分
の
所
得
税
か

ら
控
除
額
を
一
律
10
万
円

引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、

合
計
所
得
金
額
が
２
，
４

０
０
万
円
を
超
え
る
個
人

に
つ
い
て
は
そ
の
合
計
所

得
金
額
に
応
じ
て
控
除
額

が
逓
減
し
、
合
計
所
得
金

額
が
２
，
５
０
０
万
円
を

超
え
る
個
人
に
つ
い
て
は

基
礎
控
除
の
適
用
は
で
き

な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
結
果
、
基
礎
控

除
額
は
、
個
人
の
合
計
所

得
金
額
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ

れ
次
の
と
お
り
と
な
り
ま

す
。
　

　
ま
た
、
こ
の
改
正
に
伴

い
、
年
末
調
整
に
お
い
て

基
礎
控
除
の
適
用
を
受
け

る
場
合
に
合
計
所
得
金
額

の
見
積
額
を
申
告
す
る
等

の
所
要
の
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
ま
す
。

⑵
青
色
申
告
特
別
控
除

　
令
和
２
年
分
の
所
得
税

か
ら
取
引
を
正
規
の
簿
記

の
原
則
に
従
っ
て
記
録
し

て
い
る
者
に
係
る
青
色
申

告
特
別
控
除
の
控
除
額
を

55
万
円
（
改
正
前
：
65
万

円
）
に
引
き
下
げ
る
一

方
、
取
引
を
正
規
の
簿
記

の
原
則
に
従
っ
て
記
録
し

て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

か
を
満
た
す
も
の
に
係
る

青
色
申
告
特
別
控
除
の
控

除
額
を
65
万
円
と
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
そ
の
年
分
の
事
業
に
係

る
仕
訳
帳
及
び
総
勘
定
元

帳
に
つ
い
て
、
電
子
計
算

機
を
使
用
し
て
作
成
す
る

国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保

存
方
法
等
の
特
例
に
関
す

る
法
律
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
「
電
磁
的
記
録
の

備
付
け
及
び
保
存
」
又
は

「
電
磁
的
記
録
の
備
付
け

及
び
そ
の
電
磁
的
記
録
の

電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保

存
」
を
行
っ
て
い
る
こ

と
。

②
そ
の
年
分
の
所
得
税
の

確
定
申
告
書
、
貸
借
対
照

表
及
び
損
益
計
算
書
等
の

提
出
を
、
そ
の
提
出
期
限

ま
で
に
電
子
情
報
処
理
組

織
（
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
）
を
使

用
し
て
行
う
こ
と
。

⑶
医
療
費
控
除
の
適
用
を

受
け
る
際
の
確
定
申
告
書

の
添
付
書
類

　
令
和
３
年
分
の
所
得
税

か
ら
次
の
措
置
が
講
じ
ら

れ
ま
し
た
。

①
医
療
保
険
者
の
医
療
費

の
額
等
を
通
知
す
る
書
類

の
添
付
に
代
え
て
、
次
に

掲
げ
る
書
類
の
添
付
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
。

（
イ
）
審
査
支
払
機
関

（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支

払
基
金
及
び
国
民
健
康
保

険
団
体
連
合
会
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
医
療
費

の
額
等
を
通
知
す
る
書
類

（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ

き
事
項
が
記
録
さ
れ
た
電

磁
的
記
録
を
一
定
の
方
法

に
よ
り
印
刷
し
た
書
面
で

国
税
庁
長
官
が
定
め
る
一

定
の
も
の
を
含
む
。
）

（
ロ
）
医
療
保
険
者
の
医

療
費
の
額
等
を
通
知
す
る

書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項

が
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記

　
税
金
に
は
所
得
税
・
消

費
税
・
固
定
資
産
税
等
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま

す
が
、
私
た
ち
に
は
こ
れ

ら
を
納
付
す
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
中
で
、
所

得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い

て
は
毎
年
１
月
１
日
か
ら

12
月
31
日
ま
で
に
得
た
す

べ
て
の
所
得
を
計
算
し
、

申
告
・
納
税
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
手
続

き
を
確
定
申
告
と
言
い
ま

す
。
確
定
申
告
で
は
１
年

間
に
得
た
所
得
を
計
算

し
、
納
税
額
を
確
定
さ
せ

ま
す
が
、
あ
ら
か
じ
め
源

泉
徴
収
と
い
う
形
で
税
金

を
徴
収
さ
れ
て
い
る
場
合

や
、
予
定
納
税
と
い
う
形

で
税
金
を
前
払
い
し
て
い

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
、
確
定
申
告
は
税

金
を
計
算
し
払
っ
た
税
金

と
の
精
算
の
手
続
き
と
い

う
意
味
合
い
も
あ
り
ま

す
。
　
　
　

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
、

確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

■
一
般
の
方
の
場
合

①
事
業
所
得
、
不
動
産
所

得
、
給
与
所
得
、
配
当
所

得
、
一
時
所
得
又
は
雑
所

得
な
ど
が
あ
る
方
は
、
こ

れ
ら
の
所
得
金
額
の
合
計

額
が
基
礎
控
除
や
扶
養
控

除
な
ど
の
所
得
控
除
額
の

合
計
額
を
超
え
る
場
合

は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

■
給
与
所
得
の
方

①
給
与
収
入
が
二
千
万
円

録
を
一
定
の
方
法
に
よ
り

印
刷
し
た
書
面
で
国
税
庁

長
官
が
定
め
る
一
定
の
も

の②
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
（
ｅ
ー
Ｔ

ａ
ｘ
）
に
よ
り
確
定
申
告

を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

次
に
掲
げ
る
書
類
の
記
載

事
項
を
入
力
し
て
送
信
す

る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
書

類
の
確
定
申
告
書
へ
の
添

付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
税
務
署
長

は
、
確
定
申
告
期
限
等
か

ら
５
年
間
、
そ
の
送
信
に

係
る
事
項
の
確
認
の
た
め

に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
書
類
を
提
示
又

は
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
。

（
イ
）
医
療
保
険
者
の
医

療
費
の
額
等
を
通
知
す
る

書
類

（
ロ
）
審
査
支
払
機
関
の

医
療
費
の
額
等
を
通
知
す

る
書
類

⑷
税
務
関
係
書
類
に
お
け

る
押
印
義
務

　
提
出
者
等
の
押
印
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
税
務
関
係

書
類
に
お
い
て
、
原
則
と

し
て
、
押
印
を
要
し
な
い

こ
と
と
す
る
ほ
か
、
所
要

の
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
し

た
。

 

　
詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

https://w
w

w
.nta.go.jp/

たにもと歯科クリニック

〒
和歌山県御坊市薗266‐15
：（ ）
：（ ）

診療時間 月 火 水 木 金 土 日
9:30～13:00 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー
15:00～19:00 〇 〇 〇 ー 〇 ー ー
※休診日：日曜・祝日
※最終受付は診療終了30分前

電気工事・消防施設工事・
設計施工

本　　　社　御坊市湯川町丸山814-1
TEL 0738-23-2460 FAX 0738-23-3329

伸和電設株式会社
代表取締役　谷本　聖和

MSA-QS-3058

ISO 9001

環境対応商品
食品容器と包装

TEL.0738（24）1261（日・祝日休み）
営業時間／ AM8:30～PM6:00

御坊市湯川町財部 836-3

MS
CM024

確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

〜
確
定
申
告
の
受
付
は
、
２
月
16
日
（
水
）

　
　
　
か
ら
３
月
15
日
（
火
）
ま
で
で
す
〜

　 　 個人の合計所得金額

2,400万円以下

2,400万円超 2,450万円以下

2,450万円超 2,500万円以下

2,500万円超

控除額

48万円

32万円

16万円

0円

最寄りの税務署への来場を検討されている方へ
【感染リスク軽減のために「ご自宅から e-Tax」をご利用ください】
◆新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告
　できるe-Taxをぜひご利用ください。
◆申告のご相談は、ご自宅からお電話やチャットボットでも可能です。　
　e-Taxで分からないことがある場合についてもお電話でお尋ねいただけます
　ので、ぜひチャレンジしてください。

【確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です】
◆会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠
　が指定された「入場整理券」が必要です。
◆入場整理券は各会場で当日配付しますが、LINE を通じたオンライン事前発
　行も可能です。
◆入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
　当日の配付状況は、国税庁ホームページから確認できます（令和４年２月
　16日掲載開始予定）。
※税務署へお越しの際は、入場時の検温・マスク着用・手指消毒・少人数での来場
　などのご協力をお願いします。
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Ｑ
．
電
子
申
告
の
利
用
手

続
及
び
利
用
方
法
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

Ａ
．
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税

電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ

ム
）
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
国
税
に
関
す
る
申
告

や
納
税
、
申
請
・
届
出
な

ど
の
手
続
が
で
き
る
便
利

な
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　
所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
、
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
、
贈
与
税
の
申

告
書
や
青
色
申
告
決
算
書

な
ど
は
、
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
し
て
、

画
面
案
内
に
従
っ
て
入
力

す
れ
ば
、
税
額
な
ど
が
自

動
計
算
さ
れ
ま
す
。
作
成

し
た
申
告
書
等
は
ｅ
ー
Ｔ

ａ
ｘ
に
よ
り
送
信
す
る
か
、

印
刷
し
て
郵
送
な
ど
に
よ

り
提
出
で
き
ま
す
。
ま
た
、

「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
で
申
告
書
を

作
成
し
て
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
で

申
告
書
を
送
信
す
る
場
合
、

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

方
式
」
と
「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス

ワ
ー
ド
方
式
」
の
選
択
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
方
式
」
と
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ

を
利
用
し
て
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ

を
行
う
方
法
で
す
。
ま
た
、

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ

タ
の
代
わ
り
に
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
も
ご
利
用

で
き
ま
す
。
「
Ｉ
Ｄ
・
パ

ス
ワ
ー
ド
方
式
」
と
は
、

税
務
署
等
で
職
員
と
対
面

に
よ
る
本
人
確
認
を
行
っ

た
後
に
発
行
さ
れ
た
、

「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方

式
の
届
出
完
了
通
知
」
に

記
載
さ
れ
た
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ

用
の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド

を
利
用
し
て
、
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

か
ら
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
を
行
う

方
法
で
す
。
な
お
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
及
び
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ

は
不
要
で
す
。
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
か
ら
送
信
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
。

Ｑ
．
確
定
申
告
の
内
容
が

間
違
っ
て
い
た
場
合
、
ど

の
よ
う
な
手
続
き
を
す
れ

ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
．
確
定
申
告
期
限
内
に

誤
り
に
気
付
い
た
場
合
は
、

改
め
て
申
告
書
等
を
作
成

し
、
確
定
申
告
期
限
ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
確
定
申
告
期
限
後

に
誤
り
に
気
付
い
た
場
合

は
、
次
の
よ
う
な
手
続
き

で
申
告
し
た
内
容
を
訂
正

し
ま
す
。

⑴
税
額
を
実
際
よ
り
多
く

申
告
し
て
い
た
と
き

　
納
付
す
べ
き
税
額
が
過

大
で
あ
る
と
き
、
純
損
失

等
の
金
額
が
過
少
で
あ
る

と
き
、
還
付
さ
れ
る
金
額

が
過
少
で
あ
る
と
き
な
ど

は
、
更
正
の
請
求
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
更
正
の
請
求
を
す
る
場

合
は
、｢

更
正
の
請
求
書｣

に
、
必
要
事
項
を
記
入
し

て
所
轄
の
税
務
署
長
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
更
正

の
請
求
が
で
き
る
期
間
は
、

原
則
と
し
て
、
法
定
申
告

期
限
か
ら
５
年
以
内
で
す
。

更
正
の
請
求
書
が
提
出
さ

れ
ま
す
と
、
税
務
署
で
そ

の
内
容
を
調
査
し
、
そ
の

請
求
内
容
が
正
当
と
認
め

ら
れ
た
と
き
は
、
減
額
更

正
（
更
正
の
請
求
を
し
た

方
に
そ
の
内
容
が
通
知
さ

れ
ま
す
。
）
が
行
わ
れ
、

納
め
過
ぎ
の
税
金
が
還
付

さ
れ
ま
す
。

⑵
税
額
を
実
際
よ
り
少
な

く
申
告
し
て
い
た
と
き

　
確
定
申
告
書
を
提
出
し

た
後
で
、
税
額
を
少
な
く

申
告
し
て
い
た
こ
と
に
気

付
い
た
と
き
は
、｢

修
正

申
告｣

を
し
て
正
し
い
税

額
に
修
正
し
て
く
だ
さ
い
。

　
修
正
申
告
を
す
る
場
合

は
、
修
正
申
告
書
の
用
紙

に
、
必
要
事
項
を
記
入
し

て
所
轄
税
務
署
長
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
修
正
申

告
は
、
税
務
署
か
ら
更
正

を
受
け
る
ま
で
は
い
つ
で

も
で
き
ま
す
が
、
な
る
べ

く
早
く
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
過
少
申
告
加
算

税
が
か
か
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
修
正
申
告
に
よ
っ
て
新

た
に
納
付
す
る
こ
と
に

な
っ
た
税
額
は
、
修
正
申

告
書
を
提
出
す
る
日
（
納

期
限
）
ま
で
に
納
め
て
く

だ
さ
い
。
こ
の
納
付
す
る

税
額
に
は
、
法
定
納
期
限

（
令
和
３
年
分
の
所
得
税

及
び
復
興
特
別
所
得
税
並

び
に
贈
与
税
は
令
和
４
年

３
月
15
日
（
火
）
、
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
は
令

和
４
年
３
月
31
日
（
木
）

の
翌
日
か
ら
完
納
す
る
日

ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
延

滞
税
が
か
か
り
ま
す
の
で
、

併
せ
て
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。

Ｑ
．
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
の
申
告
を
す
る
必
要

が
あ
る
人
は
、
ど
の
よ
う

な
人
で
す
か
。

Ａ
．
令
和
３
年
分
の
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
の
確

定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ

る
方
は
、
次
の
方
で
す
。

⑴
基
準
期
間
（
令
和
元
年

分
）
の
課
税
売
上
高
が
１
，

０
０
０
万
円
を
超
え
る
方

⑵
基
準
期
間
（
令
和
元
年

分
）
の
課
税
売
上
高
が
１
，

０
０
０
万
円
以
下
で
令
和

２
年
12
月
末
ま
で
に
「
消

費
税
課
税
事
業
者
選
択
届

出
書
」
を
提
出
し
て
い
る

方⑶
　
⑴
、
⑵
に
該
当
し
な

い
場
合
で
、
特
定
期
間

（
令
和
２
年
１
月
１
日
か

ら
令
和
２
年
６
月
30
日
ま

で
の
期
間
）
の
課
税
売
上

高
が
１
，
０
０
０
万
円
を

超
え
る
方

 

な
お
、
特
定
期
間
に
お

け
る
１
，
０
０
０
万
円
の

判
定
は
、
課
税
売
上
高
に

代
え
て
、
給
与
等
支
払
額

の
合
計
額
に
よ
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。 

※

上
記
に
該
当
す
る
方
は
、

令
和
３
年
分
の
課
税
売
上

高
が
１
，
０
０
０
万
円
以

下
で
あ
っ
て
も
申
告
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
留
意
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

https://w
w

w
.nta.go.jp/

無料！無料！
場　所場　所　御坊商工会館　３階会議室

日　時　令和４年２月18日（金）
　　　午後１時～午後５時

専門家専門家　社会保険労務士　笹野　千賀子 氏　

※また、個別訪問も行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
ご予約・お問合せ先　御坊商工会議所  TEL22－1008まで

　御坊商工会議所では、専門指導員（社会保険労務士）を配置した出
張相談室を設置し、就業規則作成変更、賃金・助成金等労務管理全般
など、中小企業の労働面の相談等にワン・ストップで対応していま
す。お気軽にお申込み下さい。

あなたの経営課題を一緒に解決しませんか！

確
定
申
告
期
に
多
い

お
問
い
合
わ
せ
事
項
Ｑ
＆
Ａ

確
定
申
告
期
に
多
い

お
問
い
合
わ
せ
事
項
Ｑ
＆
Ａ

確
定
申
告
期
に
多
い

お
問
い
合
わ
せ
事
項
Ｑ
＆
Ａ

（
一
部
抜
粋
）

所在地　和歌山県御坊市薗120-8
ＴＥＬ　0738-22-0583
時　間　７：30 ～19：00
定休日　火曜日

※新型コロナウイルス感染拡大予防対策として３密を避けて営業しています。

　当商工会議所職員の小森祥巳が会員事業所への突撃インタビューをして、
「商売人の声」をお届けいたします。
　今月の訪問は本町四丁目にお店を構える“みのしま屋支店”。バラエ
ティーに富んだ釣り道具が所狭しと並ぶ店内にて笑顔で迎えてくれた店長の
宮本賢一さんに早速、突撃インタビュー！！
　みのしま屋支店は、賢一さんの祖父である好雄（よしお）さんが昭和25年
頃に中町二丁目に創業したのが始まりです。創業当時は『箕島屋』という名
前で営業しており、昭和43年頃には現在の場所に２店目となる『みのしま屋
支店』を開業したそうです。
　箕島といえば、有田市の箕島を思い浮かべてしまいますが、名前の由来を
尋ねてみたところ「名前は祖父が決めたのですが、最初は祖父の出身地でも
ある有田市宮原町から宮原屋で始めようとしたそうです。しかし、呼び方の
ゴロが悪いという理由で、その話はなくなりました。そうして、別の名前を
考えるのに悩んでいたところ、隣町に箕島があるな。と思い、店名を箕島屋
に決めたそうです」と笑いながら話してくれました。
　賢一さんは、地元の高専を卒業したのち大阪で数年間勤めていましたが、
25歳のときに地元に帰ってきてからは、お店の手伝いをするようになりまし
た。そんな中、賢一さん自身も釣りの魅力を知り、40年以上この業界に携
わってきました。「釣り道具の種類を見ても分かるように、この世界に一度
ハマってしまうと、どんどんのめり込んでは、色んな道具を試したくなって
いきます」と賢一さん。インタビュー中にも、釣り好きの熱い人たちが釣り
道具を求めて来店していました。
　最後にこの時期の旬な魚を尋ねてみると「磯釣りなら２月、３月にかけて
のこの時期はグレ（メジナ）が旬で、脂の乗った大きなグレが釣れます。当
店でもグレを釣るのに適した道具を取り扱っていますので、ぜひお立ち寄り
ください」と話してくれました。
　道具を揃えて、海に行き、魚を釣っては、捌いて食す。自然に触れながら
楽しむことができるのが釣りの魅力の一つだと思います。少しでも釣りに興
味のある方は“みのしま屋支店”を訪
ねてみてはいかがでしょうか？釣り好
きだけどちょっぴり照れ屋な店長があ
なたの来店を待っています。

突撃！

インタビ
ュー！！

経営指導員
事業所訪問
こもり 行くが

●今月の突撃・ターゲット

｢あなたのフィッシングライフをより豊かに！」

みのしま屋支店

御坊には色んなシゴトがあるけれど、その実態がよくわからない。
やりがいや本音、現場の空気がもっと知りたい！

そんな思いに応えてさまざまなシゴトを突撃インタビュー！

みや　もと

店長　宮本　賢一 さん
けん　いち
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私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
ど

ん
な
未
来
を
経
験
す
る
の

で
し
ょ
う
か
。
Ａ
Ｉ
な
ど

の
技
術
の
進
化
が
仕
事
の

仕
方
、
人
の
役
割
を
変

え
、
脱
炭
素
社
会
に
向
け

て
ビ
ジ
ネ
ス
の
転
換
を
迫

ら
れ
る
企
業
も
増
え
て
い

く
。
こ
の
中
で
働
く
人
た

ち
の
価
値
観
も
働
き
方
も

多
様
化
し
、
ラ
イ
フ
を
起

点
に
人
が
組
織
を
選
ぶ
時

代
に
な
っ
て
い
く
。
こ
ん

な
未
来
に
踏
み
出
す
た
め

に
、
リ
ー
ダ
ー
、
あ
る
い

は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
ど

の
よ
う
な
革
新
を
求
め
ら

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
変
化
の
時
代
だ
か
ら

こ
そ
強
い
リ
ー
ダ
ー
が
必

要
だ
」
「
自
ら
の
強
い
意

志
で
、
思
い
切
っ
た
決
断

が
で
き
る
リ
ー
ダ
ー
に
な

ら
な
け
れ
ば
、
大
き
な
転

換
は
で
き
な
い
」
確
か
に

こ
う
し
た
経
営
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
が
こ
れ
ま
で

以
上
に
求
め
ら
れ
る
と
き

だ
と
も
思
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
未
来
を
洞
察

す
る
こ
と
も
、
多
様
化
す

る
価
値
観
と
向
き
合
う
こ

と
も
、
一
人
で
抱
え
る
に

は
あ
ま
り
に
難
題
だ
と

思
っ
て
い
る
リ
ー
ダ
ー
も

多
い
と
思
い
ま
す
。
ま
さ

に
強
い
リ
ー
ダ
ー
が
方
向

を
示
し
て
、
自
ら
が
先
頭

に
立
ち
、
指
示
を
し
て
メ

ン
バ
ー
を
け
ん
引
す
る
と

い
う
、
こ
れ
ま
で
教
え
ら

れ
て
き
た
リ
ー
ダ
ー
像
で

良
い
の
か
。
こ
ん
な
風
に

悩
ん
で
い
る
人
も
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
れ
ま
で
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
論
の
世
界
で
は
、

カ
リ
ス
マ
型
リ
ー
ダ
ー
や

サ
ー
バ
ン
ト
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
理
論
が
提
示
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
ら

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論

は
、
リ
ー
ダ
ー
か
ら
メ
ン

バ
ー
に
ど
の
よ
う
に
働
き

掛
け
る
の
か
、
外
部
へ
の

影
響
力
の
行
使
の
仕
方
、

ス
タ
イ
ル
を
論
じ
る
も
の

で
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
リ
ー
ダ
ー

と
い
う
役
割
を
担
う
と
い

う
前
に
、
リ
ー
ダ
ー
自
身

の
人
と
し
て
の
在
り
方
が

大
事
だ
と
い
う
議
論
が
出

て
き
ま
し
た
。
オ
ー
セ
ン

テ
ィ
ッ
ク
・
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
と
い
う
理
論
で

す
。
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク

と
は
、
あ
り
の
ま
ま
、
本

物
の
と
い
う
意
味
で
す
。

リ
ー
ダ
ー
と
い
う
役
割
の

よ
ろ
い
を
着
る
の
で
は
な

く
、
自
分
の
本
来
性
と
つ

な
が
り
、
自
然
な
振
る
舞

い
の
中
で
自
分
ら
し
く
人

と
向
き
合
え
る
存
在
に
な

る
。
自
分
だ
け
で
な
く
、

共
に
働
く
仲
間
た
ち
も
同

じ
よ
う
に
、
偽
り
な
い
自

分
を
自
然
に
出
し
、
良
さ

を
認
め
合
い
、
互
い
の
力

を
引
き
出
し
合
う
関
係
に

な
っ
て
い
く
。
そ
の
中

で
、
組
織
の
思
い
と
各
人

の
思
い
を
重
ね
、
そ
こ
に

正
し
い
と
思
う
世
界
を
自

ら
も
実
践
し
、
共
に
つ
く

り
上
げ
て
い
く
。

　
リ
ー
ダ
ー
も
同
じ
人

間
。
迷
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
れ
ば
、
周
囲
を
頼
れ
ば

よ
い
。
大
切
な
の
は
、
み

ん
な
で
よ
り
良
い
方
向
に

進
も
う
と
す
る
思
い
と
姿

勢
を
貫
け
る
か
。
そ
こ
に

真
の
信
頼
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
だ
と
い
う
の
で

す
。

　
若
い
人
た
ち
が
求
め
て

い
る
リ
ー
ダ
ー
像
を
聞
く

と
、
ま
さ
に
こ
ん
な
リ
ー

ダ
ー
像
と
一
致
し
ま
す
。

ビ
ジ
ネ
ス
も
働
き
方
も
会

社
の
在
り
方
も
大
き
な
転

換
を
迎
え
る
時
代
。
誰
も

何
が
正
解
か
だ
な
ん
て
分

か
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
れ
を
一
緒
に
つ

く
っ
て
い
こ
う
と
い
う
姿

勢
と
向
き
合
い
方
が
大
切

に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
気
付
く
と
、

み
ん
な
が
リ
ー
ダ
ー
に

な
っ
て
い
く
、
み
ん
な
で

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
つ
な

い
で
い
く
。
こ
ん
な
組
織

が
未
来
を
切
り
開
く
の
だ

と
思
い
ま
す
。

ジ
ェ
イ
フ
ィ
ー
ル

　
代
表
取
締
役高

橋
　
克
徳

御坊商工会議所青年部  情報通信

　１月21日（金）に日本商工会議所青年部の令和４年度第３回役員予
定者会議を開催しました。今回の会議は、新型コロナウイルス感染症
の拡大に伴い、ZOOMを利用した
オンライン会議となりました。
　御坊商工会議所青年部からは次
年度の代表理事を務める１名が参
加し、WEBカメラを通じて日本
全国から集まった青年部員達と次
年度に向けて意見交換を図りまし
た。

日本商工会議所青年部
令和４年度第３回役員予定者会議をWEB会議にて開催！

　１月22日（土）に和歌山城ホールにて和歌山商工会議所青年部15周
年記念シンポジウムが開催される予定でしたが、新型コロナウイルス
感染症の拡大に伴い、ZOOMを利
用したオンライン開催となりまし
た。
　御坊商工会議所青年部からは１
名が記念式典および記念シンポジ
ウムに参加。同じ和歌山県で地域
貢献のために尽力する仲間達の輝
かしい節目の年を祝いました。

和歌山商工会議所青年部
15周年記念式典および記念シンポジウムに参加！

　
　「
未
来
を
切
り
開
く
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」

人
が
つ
な
が
る
組
織
を
つ
く
る

問合せ先　御坊商工会議所　22-1008

　御坊商工会議所では毎月定例常議員会を開催しています。
　現在、定例常議員会で自社のPRをしていただける方を
募集しています。この機会にPRしてみませんか？

事業所のPRしませんか？事業所のPRしませんか？事業所のPRしませんか？

定例常議員会
時　　間　10：30～ （１時間程度の会議です）
場　　所　御坊商工会館
ＰＲ時間　約20分程度
　　　　　※会議の後半に発表していただきます。

詳細は下記ホームページをご確認ください。

ご興味のある方は
是非一度お問い
合わせ下さい。



白蟻駆除
防蟻防虫処理防蟻防虫処理防蟻防虫処理

㈲紀南白蟻駆除社
㈳日本白蟻対策協会会員

御坊市名屋町１丁目11-4

☎ 0738-22-2753

いつまでも安心して、お住みいただくために！

う
へ
へ
・
・
・
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ま
す
。

　
勤
務
時
間
が
次
の
①
ま

た
は
②
に
該
当
す
る
場
合

は
、
休
憩
時
間
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

①
６
時
間
を
超
え
８
時
間

以
内
の
場
合

↓
少
な
く
と
も
45
分

②
８
時
間
を
超
え
る
場
合

↓
少
な
く
と
も
１
時
間

●
退
職
に
関
す
る
チ
ェ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト

１
退
職
届
を
書
面
で
も
ら

い
ま
し
ょ
う

　
退
職
時
に
は
ト
ラ
ブ
ル

が
発
生
し
や
す
い
の
で
、

退
職
届
を
本
人
か
ら
書
面

で
も
ら
う
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

２
解
雇
の
手
続

　
解
雇
を
す
る
場
合
に

は
、
少
な
く
と
も
30
日
以

上
前
に
予
告
す
る
か
、
30

日
分
以
上
の
平
均
賃
金
の

支
払
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

３
解
雇
で
き
な
い
期
間

　
解
雇
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
期
間
（
解
雇
制
限
期

間
）
が
あ
り
ま
す
。
天
変

事
変
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
由
の
た
め
に
事
業
の

継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た

場
合
は
除
き
ま
す
。

①
業
務
上
の
負
傷
、
疾
病

に
よ
る
療
養
の
た
め
に
休

業
す
る
期
間
お
よ
び
そ
の

後
30
日
間

②
産
前
産
後
休
業
期
間
お

よ
び
そ
の
後
30
日
間

４
有
期
労
働
契
約
の
場
合

　
期
間
を
定
め
て
締
結
さ

れ
た
労
働
契
約
は
、
そ
の

期
間
、
従
業
員
が
「
働
く

こ
と
」、
会
社
が
「
賃
金

を
支
払
う
こ
と
」
を
双
方

で
約
束
し
て
い
る
の
で
、

や
む
を
え
な
い
相
当
の
事

由
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ

ば
、
契
約
期
間
が
満
了
す

る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

そ
の
従
業
員
を
解
雇
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

（
１
）
雇
止
め
の
予
告

　
会
社
は
期
間
の
定
め
の

●
入
社
時
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ

イ
ン
ト

１
労
働
契
約
は
書
面
で
取

り
交
わ
し
ま
し
ょ
う
。

　
労
働
契
約
を
締
結
ま
た

は
更
新
を
す
る
と
き
は
、

賃
金
や
勤
務
時
間
な
ど
の

労
働
条
件
を
書
面
の
交
付

に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
契
約
後
の

ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
に

も
、
書
面
で
明
示
し
ま

し
ょ
う
。

労
働
契
約
の
基
本
ル
ー
ル

　
労
働
契
約
を
締
結
ま
た

は
変
更
す
る
場
合
に
は
、

会
社
と
従
業
員
の
合
意
に

よ
る
こ
と
が
原
則
と
な
り

ま
す
。
労
働
契
約
の
内
容

に
つ
い
て
、
き
ち
ん
と
説

明
を
し
て
、
従
業
員
の
理

解
を
深
め
、
あ
と
で
ト
ラ

ブ
ル
に
な
ら
な
い
よ
う
に

書
面
で
確
認
す
る
な
ど
、

契
約
内
容
を
は
っ
き
り
さ

せ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で

す
。

２
試
用
期
間
を
設
け
る
場

合（１
）試
用
期
間

　
試
用
期
間
と
は
、
採
用

後
に
実
際
に
一
定
期
間
、

業
務
に
つ
い
て
も
ら
い
、

勤
務
成
績
、
勤
務
態
度
、

能
力
、
健
康
状
態
な
ど
が

会
社
の
求
め
る
水
準
に
達

し
て
い
る
か
を
確
認
し

て
、
本
採
用
す
る
か
ど
う

か
を
判
断
す
る
期
間
を
い

い
ま
す
。

　
試
用
期
間
中
で
あ
っ
て

も
、
従
業
員
と
し
て
の
権

利
は
通
常
の
従
業
員
と
同

じ
と
な
り
ま
す
。
社
会
保

険
の
加
入
基
準
に
つ
い
て

も
、
従
業
員
と
同
様
と
な

り
ま
す
。

　
試
用
期
間
を
設
け
る
場

合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
従

業
員
に
そ
の
意
味
と
、
解

雇
事
由
（
就
業
規
則
や
労

働
契
約
書
へ
明
示
）
に
該

当
し
た
場
合
に
は
、
試
用

期
間
満
了
時
ま
た
は
そ
れ

以
前
に
お
い
て
も
解
雇
す

る
こ
と
が
あ
る
旨
を
入
社

時
に
十
分
説
明
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

　
試
用
期
間
中
の
解
雇
に

つ
い
て
は
、
通
常
の
場
合

よ
り
広
い
範
囲
で
解
雇
の

自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
採
用
時
に
確
認
で

き
な
か
っ
た
こ
と
や
、
客

観
的
に
合
理
的
な
不
適
格

性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　
試
用
期
間
中
の
従
業
員

の
適
性
に
大
き
な
問
題
が

あ
る
と
認
識
し
た
場
合
に

は
、
本
人
と
面
談
し
、
改

善
を
促
し
ま
し
ょ
う
。
面

談
実
施
後
も
、
改
善
が
見

ら
れ
ず
、
本
採
用
が
難
し

い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に

は
、
早
め
に
本
採
用
で
き

な
い
旨
の
十
分
な
説
明
を

し
、
法
令
の
手
順
に
よ
っ

て
、
解
雇
の
手
続
を
行
い

ま
す
。

解
雇
予
告
に
つ
い
て

　
試
用
期
間
中
の
解
雇
に

つ
い
て
は
、
採
用
か
ら
14

日
以
内
で
あ
れ
ば
解
雇
予

告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

３
有
給
休
暇

　
有
給
休
暇
は
、
正
社
員

や
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

な
ど
雇
用
形
態
に
か
か
わ

ら
ず
、要
件
を
満
た
せ
ば
、

誰
に
で
も
発
生
し
ま
す
。

（
１
）有
給
休
暇
の
発
生
要
件

　
有
給
休
暇
は
次
の
①
、

②
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、

会
社
の
承
認
が
な
く
て

も
、
当
然
に
権
利
が
発
生

し
ま
す
。

①
６
ヶ
月
間
以
上
継
続
勤

務
し
て
い
る
こ
と

②
そ
の
間
の
全
勤
務
日
の

８
割
以
上
出
勤
し
て
い
る

こ
と

（
２
）取
得
日
数

　
有
給
休
暇
は
次
の
表
を

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
１
週
間
の
所
定
労
働
時

間
が
30
時
間
未
満
の
人

（
３
）年
５
日
の
取
得

　
有
給
休
暇
が 

10
日
以

上
付
与
さ
れ
る
従
業
員
に

は
、
年
５
日
の
有
給
休
暇

を
取
得
さ
せ
る
こ
と
が
会

社
側
の
義
務
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
会
社
は
、
従

業
員
ご
と
に
年
次
有
給
休

暇
管
理
簿
を
作
成
し
、 

３

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

４
休
憩
時
間
を
与
え
ま

し
ょ
う

　
勤
務
時
間
の
長
さ
に

よ
っ
て
、
与
え
る
必
要
の

あ
る
休
憩
時
間
が
異
な
り

勤続年数

０.５年

１.５年

２.５年

３.５年

４.５年

５.５年

６.５年以上

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

所定労働日数

５日以上

４日

３日

２日

１日

217日
以上

169日～
216日
121日～
168日
73日～
120日
48日～
72日

週 １年間 0.5年

10日

７日

５日

３日

１日

11日

８日

６日

４日

２日

12日

９日

６日

４日

２日

14日

10日

８日

５日

２日

16日

12日

９日

６日

３日

18日

13日

10日

６日

３日

20日

15日

11日

７日

３日

1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上

勤続年数

知
っ
て
お
き
た
い
会
社
の
労
務
管
理

知
っ
て
お
き
た
い
会
社
の
労
務
管
理

あ
る
労
働
契
約
（
あ
ら
か

じ
め
そ
の
契
約
を
更
新
し

な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
て

い
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）

を
更
新
し
な
い
場
合
に

は
、
少
な
く
と
も
契
約
の

期
間
が
満
了
す
る
30
日
前

ま
で
に
、
そ
の
予
告
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
雇
止
め
予
告
が
必
要
と

な
る
期
間
の
定
め
の
あ
る

労
働
契
約
と
は
、

①
期
間
の
定
め
の
あ
る
労

働
契
約
が
３
回
以
上
更
新

さ
れ
て
い
る
場
合

②
１
年
以
下
の
契
約
期

間
の
労
働
契
約
が
更
新
ま

た
は
反
復
更
新
さ
れ
、
最

初
に
労
働
契
約
を
締
結
し

て
か
ら
継
続
し
て
通
算
１

年
を
超
え
る
場
合

③
１
年
を
超
え
る
契
約
期

間
の
労
働
契
約
を
結
ん
で

い
る
場
合
が
対
象
と
な
り

ま
す
。

（
２
）
雇
止
め
の
理
由
の

明
示

　
会
社
は
、
雇
止
め
の
予

告
後
に
そ
の
社
員
が
雇
止

め
の
理
由
に
つ
い
て
証
明

書
を
請
求
し
た
場
合
に

は
、
遅
滞
な
く
証
明
書
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
ま
た
、
雇
止
め
後
に
社

員
か
ら
請
求
さ
れ
た
場
合

も
同
様
で
す
。

　
明
示
す
べ
き
﹇
雇
止
め

の
理
由
﹈
は
、
単
に
﹇
契

約
期
間
の
満
了
﹈
と
す
る

の
で
は
な
く
、
具
体
的
な

理
由
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

●
そ
の
他

　
こ
の
他
に
も
従
業
員
を

雇
わ
れ
る
場
合
は
労
働
保

険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保

険
）
や
社
会
保
険
（
健
康

保
険
・
厚
生
年
金
）
の
加

入
が
必
要
な
場
合
も
あ
り

ま
す
。

　
お
問
い
合
わ
せ
は
御
坊

労
働
基
準
監
督
署
も
し
く

は
御
坊
商
工
会
議
所
ま
で
。

◆協会けんぽより制度改正のご案内◆

◆健康保険証の回収・返却について◆

協会けんぽ加入の事業主・加入者の皆様へお知らせ

〒640-8516
和歌山市六番丁5 
和歌山第一生命ビル3階
tel 073-421-3012
   （業務グループ）

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/


